
「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和７年６月13日閣議決定）において、「2025年度から2026年度を通じ

て、可能な限り早期の国・地方を合わせたＰＢ黒字化を目指す。（中略）債務残高対ＧＤＰ比を、まずはコロナ禍前

の水準に向けて安定的に引き下げることを目指し、経済再生と財政健全化を両立させる歩みを更に前進させる」等

とされたことを受け、令和７年度財務省政策評価実施計画及び政策評価の事前分析表について所要の変更を行いま

す。 

令和７年度財務省政策評価実施計画等の一部変更について
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【総合目標１（財政）】 
（１）「総合目標１（財政）」・「総合目標の内容及び目標設定の考え方」の一部変更について 

現行 変更後 

総合目標

１ 

（財政） 

我が国の財政状況が極めて厳しい状況にあることを踏まえ、社会 

保障・税一体改革を継続しつつ社会保障制度の持続可能性の確保に

向けた基盤強化の取組を進めると同時に、2025年度の国・地方を合

わせたプライマリーバランス（基礎的財政収支）黒字化を目指すと

ともに、その取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、債務残高

対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すとの財政健全化目標につい

て、今年の骨太の方針も踏まえ、その達成に向け、経済再生を図り

ながら、歳入・歳出両面において財政健全化に取り組む。 

我が国の財政状況が極めて厳しい状況にあることを踏まえ、社会 

保障・税一体改革を継続しつつ社会保障制度の持続可能性の確保

に向けた取組を進めると同時に、2025年度から 2026年度を通じ

て、可能な限り早期の国・地方を合わせたプライマリーバランス

（基礎的財政収支）黒字化を目指し、その上で、その取組の進

捗・成果を後戻りさせることなく、プライマリーバランスの一定

の黒字幅を確保しつつ、債務残高対ＧＤＰ比を、まずはコロナ禍

前の水準に向けて安定的に引き下げることを目指すとの財政健全

化目標について、その達成に向け、経済再生を図りながら、歳

入・歳出両面において財政健全化に取り組む。 

総合目標の

内容及び 

目標設定の

考え方 

我が国の財政は極めて厳しい状況にあります。各年度の政策的

経費をその年度の税収等で賄うことができず（プライマリーバラ

ンス（用語集参照）が赤字の状態）、公債発行への依存が常態化

しており、公債残高は累増の一途をたどっています。令和６年度

の国・地方の公債等残高（用語集参照）は、賃金・所得の増加に

向けた施策や物価高への対応等を含む総合経済対策に基づく歳出

増等があり、1,266.0兆円（対ＧＤＰ比206.6％）に達すると見込

まれます。 

特に、社会保障制度の給付と負担の乖離という構造的な問題を

抱える中で、将来世代の不安を取り除くためにも、社会保障の持

続可能性を確保し、財政健全化の道筋を確かなものとする必要が

あります。 

こうした認識の下、「経済財政運営と改革の基本方針2024」（以

我が国の財政は極めて厳しい状況にあります。各年度の政策的

経費をその年度の税収等で賄うことができず（プライマリーバラ

ンス（用語集参照）が赤字の状態）、公債発行への依存が常態化

しており、公債残高は累増の一途をたどっています。令和７年度

の国・地方の公債等残高（用語集参照）は、賃金・所得の増加に

向けた施策や物価高への対応等を含む総合経済対策に基づく歳出

増等があり、1,281.6兆円（対ＧＤＰ比201.0％）に達すると見込

まれます。 

特に、社会保障制度の給付と負担の乖離という構造的な問題を

抱える中で、将来世代の不安を取り除くためにも、社会保障の持

続可能性を確保し、財政健全化の道筋を確かなものとする必要が

あります。 

こうした認識の下、「経済財政運営と改革の基本方針2025」（以

２．「総合目標」等の一部変更について
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現行 変更後 

下「骨太の方針2024」といいます。）の「経済・財政新生計画」

においては、財政健全化の「旗」を下ろさず、これまでの財政健

全化目標（2025年度の国・地方を合わせたプライマリーバランス

黒字化を目指すとともに、その取組の進捗・成果を後戻りさせる

ことなく、債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指す。）に

取り組むとともに、2025年度から2027年度までの３年間について、

これまでと同様の歳出改革努力をすることとされています。その

際、ＥＢＰＭによるワイズスペンディング（効果的・効率的な支

出）を徹底することとされています。 

また、施政方針演説において、「経済・財政新生計画」の枠組

みの下、今年の骨太の方針において、早期のプライマリーバラン

ス黒字化実現を含め、今後の財政健全化に向けた取組を示すこと

とされました。引き続き、経済あっての財政との考え方の下、経

済再生と財政健全化の両立を図っていく必要があります。 

これらを踏まえ、上記の目標を設定します。 

下「骨太の方針2025」といいます。）においては、「経済財政運

営と改革の基本方針2024」（以下「骨太の方針2024」といいます。）

で定めた「経済・財政新生計画」に基づき、経済あっての財政と

の考え方の下、財政健全化の「旗」を下ろさず、2025年度から2026

年度を通じて、可能な限り早期の国・地方を合わせたプライマリ

ーバランス黒字化を目指し、その上で、その取組の進捗・成果を

後戻りさせることなく、プライマリーバランスの一定の黒字幅を

確保しつつ、債務残高対ＧＤＰ比を、まずはコロナ禍前の水準に

向けて安定的に引き下げることを目指すとともに、2025年度から

2027年度までの３年間、「骨太の方針2024」の「経済・財政新生

計画」で示された歳出改革努力を継続することとされています。

その際、ＥＢＰＭによるワイズスペンディング（効果的・効率的

な支出）を徹底することとされています。 

これらを踏まえ、上記の目標を設定します。 

（２）「総合目標」を構成する「テーマ」の一部変更について 

現行 変更後 

総1-1 

2025年度の国・地方を合わせたプライマリーバランス黒字化を目

指すとともに、その取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、債

務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すとの財政健全化目標に

ついて、今年の骨太の方針も踏まえ、その達成を目指す 

2025年度から2026年度を通じて、可能な限り早期の国・地方を合

わせたプライマリーバランス黒字化を目指し、その上で、その取組

の進捗・成果を後戻りさせることなく、プライマリーバランスの一

定の黒字幅を確保しつつ、債務残高対ＧＤＰ比を、まずはコロナ禍

前の水準に向けて安定的に引き下げることを目指すとの財政健全化

目標について、その達成を目指す 

4



（３）「測定指標」の一部変更について 

現行 変更後 

総1-1-A-1 

定量的な 

測定指標 

（測定指標名） 

財政健全化目標の達成に向けた取組 

（測定指標名） 

 変更なし 

（目標値） 

2025年度の国・地方を合わせたプライマリーバランス黒字化を目指

すとともに、その取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、債務残

高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すとの財政健全化目標につい

て、今年の骨太の方針も踏まえ、その達成を目指す 

（目標値） 

2025年度から2026年度を通じて、可能な限り早期の国・地方

を合わせたプライマリーバランス黒字化を目指し、その上で、

その取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、プライマリー

バランスの一定の黒字幅を確保しつつ、債務残高対ＧＤＰ比

を、まずはコロナ禍前の水準に向けて安定的に引き下げること

を目指すとの財政健全化目標について、その達成を目指す 

（目標値の設定の根拠） 

「骨太の方針2024」において、財政健全化の「旗」を下ろさず、こ

れまでの財政健全化目標（2025年度の国・地方を合わせたプライマリ

ーバランス黒字化を目指すとともに、その取組の進捗・成果を後戻り

させることなく、債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指す。）

に取り組むとあり、施政方針演説において、「経済・財政新生計画」

の枠組みの下、今年の骨太の方針において、早期のプライマリーバラ

ンス黒字化実現を含め、今後の財政健全化に向けた取組を示すことと

されているためです。 

（目標値の設定の根拠） 

「骨太の方針2025」において、「骨太の方針2024」で定めた

「経済・財政新生計画」に基づき、経済あっての財政との考え

方の下、2025年度から2026年度を通じて、可能な限り早期の

国・地方を合わせたプライマリーバランス黒字化を目指し、そ

の上で、その取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、プラ

イマリーバランスの一定の黒字幅を確保しつつ、債務残高対Ｇ

ＤＰ比を、まずはコロナ禍前の水準に向けて安定的に引き下げ

ることを目指し、引き続き経済再生と財政健全化を両立させる

歩みを更に前進させることとされているためです。 
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現行 変更後 

総1-1-B-1 

定性的な 

測定指標 

（測定指標名） 

社会保障・税一体改革の継続的な実施と社会保障制度の基盤強化  

（測定指標名） 

 社会保障・税一体改革の継続的な実施と持続可能な社会保障制度の

確立 

（目標の内容） 

社会保障・税一体改革（用語集参照）を継続的に実施するとと

もに、「経済財政運営と改革の基本方針2018」（以下「骨太の方

針2018」といいます。）に盛り込まれた「新経済・財政再生計画」

に基づき、改革を順次実行に移してきました。引き続き、「骨太

の方針2024」に基づき、歳出改革努力を継続し、経済成長と財政

を持続可能にするための基盤固めにつなげます。具体的な改革項

目としては、「経済・財政新生計画」に加え、「全世代型社会保

障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」に記載された取組につ

いて、各年度の予算編成過程において、実施すべき施策の検討・

決定を行ってまいります。 

（目標の内容） 

社会保障・税一体改革（用語集参照）を継続的に実施するとともに、

「経済財政運営と改革の基本方針2018」（以下「骨太の方針2018」とい

います。）に盛り込まれた「新経済・財政再生計画」に基づき、改革を

順次実行に移してきました。引き続き、「骨太の方針2024」及び「骨太

の方針2025」に基づき、歳出改革努力を継続し、経済再生と財政健全化

の両立に取り組みます。具体的な改革項目としては、「経済・財政新生

計画」に加え、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」

に記載された取組について、各年度の予算編成過程において、実施すべ

き施策の検討・決定を行ってまいります。  

（目標の設定の根拠） 

（前段略） 

また、プライマリーバランスの黒字化に向けては、社会保障改革

を軸として、社会保障の自然増の抑制や医療・介護サービスの適

正化・効率化、生産性向上や給付と負担の適正化等に取り組むこ

とが不可欠であるところ、「骨太の方針2018」に盛り込まれた「新

経済・財政再生計画」に基づき、改革を順次実行に移してきまし

た。引き続き、「骨太の方針2024」で新たに策定された「経済・財

政新生計画」に基づき、歳出改革努力を継続し、経済成長と財政

の持続可能にするための基盤固めを行うことが重要です。このた

め、具体的な改革項目として上記の指標を設け、各年度の予算編

成過程において、実施すべき施策の検討・決定を行うことにより、

着実に取り組んでいくこととしています。 

（目標の設定の根拠） 

（前段略） 

また、プライマリーバランスの黒字化に向けては、社会保障改革を軸と

して、社会保障の自然増の抑制や医療・介護サービスの適正化・効率化、

生産性向上や給付と負担の適正化等に取り組むことが不可欠であると

ころ、「骨太の方針2018」に盛り込まれた「新経済・財政再生計画」に

基づき、改革を順次実行に移してきました。引き続き、「骨太の方針

2024」及び「骨太の方針2025」に基づき、歳出改革努力を継続し、経済

再生と財政健全化を両立させることが重要です。このため、具体的な改

革項目として上記の指標を設け、各年度の予算編成過程において、実施

すべき施策の検討・決定を行うことにより、着実に取り組んでいくこと

としています。 
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【総合目標２（税制）】 
「総合目標２（税制）」・「総合目標の内容及び目標設定の考え方」の一部変更について 

現行 変更後 

総合目標２ 

（税制） 

デフレからの完全脱却と経済の新たなステージへの移行を実現す 

るとの基本的考え方の下、経済成長と財政健全化の両立を図るととも

に、少子高齢化、グローバル化、デジタル化等の経済社会の構造変化

に対応する観点から、税体系全般にわたる見直しを進める。 

コストカット型経済から脱却し、成長型経済への移行を実現す

るとの基本的考え方の下、経済成長と財政健全化の両立を図ると

ともに、少子高齢化、グローバル化、デジタル化等の経済社会の

構造変化に対応したあるべき税制の具体化に向け、税体系全般に

わたる見直しを進める。 

総合目標の

内容及び 

目標設定の

考え方 

（前段略） 

「経済財政運営と改革の基本方針2024」（以下「骨太の方針2024」

といいます。）においては、財政健全化の「旗」を下ろさず、これ

までの財政健全化目標に取り組むこととしています。 

税制については、デフレからの完全脱却と経済の新たなステージ

への移行を実現するとの基本的考え方の下、経済成長と財政健全化

の両立を図るとともに、少子高齢化、グローバル化、デジタル化等

の経済社会の構造変化に対応する観点から、税体系全般にわたる見

直しを進めます。 

「骨太の方針2024」においては、「経済財政運営と改革の基本方

針2023」等も踏まえ、応能負担を通じた再分配機能の向上・格差の

固定化防止を図りつつ、公平かつ多様な働き方等に中立的で、デジ

タル社会にふさわしい税制を構築し、経済成長を阻害しない安定的

な税収基盤を確保するため、ＥＢＰＭの取組を着実に強化しなが

ら、税体系全般の見直しを進めることとしています。 

（前段略） 

「経済財政運営と改革の基本方針2025」（以下「骨太の方針

2025」といいます。）においては、「経済財政運営と改革の基本

方針2024」（以下「骨太の方針2024」といいます。）で定めた「経

済・財政新生計画」に基づき、経済あっての財政との考え方の下、

財政健全化の「旗」を下ろさず、2025年度から2026年度を通じて、

可能な限り早期の国・地方を合わせたプライマリーバランス黒字

化を目指すこととされています。 

税制については、「骨太の方針2025」等を踏まえ、コストカッ

ト型経済から脱却し、成長型経済への移行を実現するとの基本的

考え方の下、経済成長と財政健全化の両立を図るとともに、少子

高齢化、グローバル化、デジタル化等の経済社会の構造変化に対

応する観点から、税体系全般にわたる見直しを進めます。 

「骨太の方針2025」においては、物価上昇局面の対応や格差の

是正及び所得再分配機能の適切な発揮等の観点から所得税の抜

本的な改革の検討を進めるほか、ＥＢＰＭの取組やデジタル社会

にふさわしい税制の構築等を進めることとしています。 
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その他、 

総合目標６（財政・経済運営） 

政策目標１（健全な財政の確保） 

政策目標１－１（重点的な予算配分を通じた財政の効率化・質的改善の推進） 

政策目標１－５（地方財政計画の策定をはじめ、地方の歳入・歳出、国・地方間の財政移転に関する事務の 

適切な遂行） 

政策目標２（適正かつ公平な課税の実現） 

政策目標２－１（賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行の実現に向けた税制の着実な実施、我が国の経済 

社会の構造変化及び喫緊の課題に応えるための税制の検討並びに税制についての広報の充実） 

についても、同様の変更を行います。 
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